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Ⅰ 伐採、造林、保育その他森林の整備に関する基本的な事項 

 

 １ 森林整備の現状と課題 

  本市は千葉県の北西部に位置し、総面積 6,138ha、計画対象民有林は 101ha であ

る。そのうち人工林面積はスギを主体とした８haであり、人工林率は 7.8％で県平

均 31.6％と比較するとかなり低い数値である。また人工林は各地に分散しており、

施業の共同化が行いにくい状況にある。 

  しかし、森林の持つ生活環境の保全及び保健・文化・教育的利用・温暖化防止等

の地球環境の保全など公益的機能の重要性はますます高まってきていることから、

本市においても人工林の間伐の推進及び住宅地周辺の森林整備を積極的に実施す

ることとする。 

 

 ２ 森林整備の基本方針 

 （１）地域の目指すべき森林資源の姿 

    森林の有する各機能の発揮のため目指すべき森林資源の姿は次のとおりと

する。 

森林の有する機能 目指すべき森林資源の姿 

快適環境形成機能 樹高や枝葉が十分発達し、風、砂、騒音等に対する遮

蔽能力が高い森林。 

保健・文化機能 人の立ち入りに適した林内空間や歩道、見通しの確保、

又は価値ある樹木や植生、景観の維持がなされている森

林であって、必要に応じて林内活動のための施設が整備

されている森林。 

 

 （２）森林整備の基本的な考え方及び森林施業の推進方策 

   ① 森林整備の基本的な考え方 

     森林の有する各機能の発揮のための整備の考え方は次のとおりとする。 

森林の有する機能 目指すべき森林資源の姿 

快適環境形成機能 樹高や枝葉が発達した森林を維持するため、森林の状

況に応じて適切な施業を行う。特に、病害虫被害の発生

している森林については、被害木の伐倒、除去やその後

の更新を図る施業の他、病害虫の予防、防除についても

積極的に行うこととする。 

保健・文化機能 保健休養を目的とした林内活動や、価値ある植生、景

観の維持を考慮しつつ、森林の状況に応じて適切な施業

を行う。特にハイキングやその他レクリエーション利用

が見込まれる森林については、遊歩道周辺の見通しの確

保や荒廃森林の整備等を図ることとする。 
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   ② 森林施業の推進方策に係る基本的な考え方 

     施業の推進に当たっては、森林の現況に関する情報収集や森林所有者、森

林組合、林業木材関係事業体、森林ボランティア・NPO 等（以下「森林ボラ

ンティア等」）の意向、住民の意見の把握を進めつつ、必要とされる施業と

必要量を検討し、優先順位をもって取り組むものとする。 

     これらの取組は、森林クラウドを活用し、県や林業事業体等と連携して効

率的に実施していくとともに、新たに創設された森林環境譲与税を活用しな

がら推進する。 

   ③ その他必要な事項 

     放置され拡大している竹林、非赤枯性溝腐病の被害を受けたサンブスギ林、

松くい虫の被害を受けたマツ林、ナラ枯れ被害を受けた広葉樹林、その他病

害虫害や気象害を受けている森林については、各種事業等を活用しつつ伐採、

改植、防除等を推進し森林機能が適切に発揮されるよう整備することとする。 

 

 ３ 森林施業の合理化に関する基本方針 

   県、市、森林所有者、NPO・地域住民（ボランティア）等の合意形成を図り、

森林環境譲与税も活用しながら森林整備の合理化・連携を推進する。 

 

Ⅱ 森林の整備に関する事項 

第１ 森林の立木竹の伐採に関する事項（間伐に関する事項を除く。） 

 １ 樹種別の立木の標準伐期齢 

   樹種別の立木の標準伐期齢は下表のとおりとする。 

   なお標準伐期齢は、地域を通じた立木の伐採（主伐）時期に関する指標として

定めるものであり、標準伐期齢に達した時点での森林の伐採を促すためのもので

はない。 

地 域 

樹     種 

スギ ヒノキ マツ 
その他 

針葉樹 

コナラ 

クヌギ 

その他 

広葉樹 

全 域 ４５年 ５０年 ４０年 ５０年 １５年 ２０年 

   注１）スギ非赤枯性溝腐病、松くい虫、スギカミキリ等の病害虫の被害森林における

被害の拡大防止や森林の再生のための伐採及び気象害の被害森林における森林

の再生のための伐採については、上記標準伐期齢を適用しない。 

    ２）道路や電線、その他公共施設及び人家、その他建築物並びに農地への倒木や落

枝による被害防止のための伐採（倒木や落枝が生じた場合、道路等に直接被害を

与える可能性がある区域の森林の伐採に限る）においては、上記標準伐期齢を適

用しない。 

    ３）特定苗木などの成長に優れた苗木においては、上記標準伐期齢を適用せず、調

達が可能となった時点で、その特性に応じた標準伐期齢の設定を検討することと
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する。 

 

 ２ 立木の伐採（主伐）の標準的な方法 

   立木の伐採のうち「主伐」については、更新（伐採跡地（伐採により生じた無

立木地）が、再び立木地となること）を伴う伐採であり、その方法については、

以下に示す「皆伐」又は「択伐」によるものとする。 

   「皆伐」 

    皆伐は、主伐のうち択伐以外のものとする。 

    皆伐に当たっては、気候、地形、土壌等の自然条件及び公益的機能の確保の

必要性を踏まえ、適切な伐採区域の形状、１箇所当たりの伐採面積の規模及び

伐採区域のモザイク的配置に配慮し、伐採面積の規模に応じて、少なくともお

おむね 20ヘクタールごとに保残帯を設け適確な更新を図ることとする。 

 

   「択伐」 

    択伐は、主伐のうち、伐採区域の森林を構成する立木の一部を伐採する方法

であって、単木・帯状又は樹群を単位として伐採区域全体ではおおむね均等な

伐採率で行い、かつ、材積にかかる伐採率が 30％以下（伐採後の造林が人工造

林による場合にあっては 40％以下）の伐採とする。 

    択伐に当たっては、森林の有する多面的機能の維持増進が図られる適正な林

分構造となるよう一定の立木材積を維持するものとし、適切な伐採率及び繰り

返し期間によるものとする。 

 

   なお、「皆伐」「択伐」ともに以下のア～オに留意するものとする。 

   ア 森林の生物多様性の保全の観点から、野生生物の営巣等に重要な空洞木に

ついて、保残等に努めるものとする。 

   イ 森林の多面的機能の発揮の観点から、伐採跡地が連続することのないよう、

伐採跡地間には、少なくとも周辺森林の成木の樹高程度の幅を確保すること

とする。 

   ウ 伐採後の適確な更新を確保するため、あらかじめ適切な更新の方法を定め

その方法を勘案して伐採を行うものとする。特に、伐採後の更新を天然更新

による場合には、天然稚樹の生育状況、母樹の保存、種子の結実等に配慮す

るものとする。 

   エ 幼齢林地の保全、落石等の防止、風害等の各種被害の防止、風致の維持等

のため、渓流周辺や尾根筋等に保護樹帯を設置することとする。 

   オ 上記ア～エに定めるものを除き、「主伐時における伐採・搬出指針の制定

について」（令和３年３月 16 日付け２林整整第 1157 号林野庁長官通知）の

うち、立木の伐採方法に関する事項に留意する。また、集材に当たっては、

林地の保全等を図るため、地域森林計画Ⅲの第４の１（2）で定める「森林

の土地の保全のため林産物の搬出方法を特定する必要のある森林及びその
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搬出方法」に適合したものとするとともに、上記指針を踏まえ、現地に適し

た方法により行うこととする。 

 

 ３ その他必要な事項 

 （１）竹林の管理 

    竹林は、長年放置すると高密度化し、また、周囲の森林へ侵入して森林の多

面的な機能の低下を招く恐れがあるため、適切な伐採による密度管理と周辺へ

の拡大防止に努めることとする。 

 

 （２）しいたけ原木林（コナラ・クヌギ）の伐採 

    原木林の胸高直径が 10～16cm となった段階で皆伐し、原木を収穫する。伐

採の時期は、成長休止期とし、伐採期は 15 年程度とする。伐採位置は、更新

のたびに高くなるため、初回の伐採位置はできるだけ地面に近く地上５cm 程度

とし、根株の腐朽を防ぐために切り口は多少傾斜をつけ、水切りを良くする。

ぼう芽枝は光を必要とするため、切り株には陽光が十分に当たるようにする。 

    また、林齢が高くなり、根株の直径が大きくなるほど、ぼう芽する能力が低

下するので注意する。 

    なお、伐採木を使用する場合、放射性物質の検査を行い、安全性を確認する。 

 

第２ 造林に関する事項 

 １ 人工造林に関する事項 

   人工造林については、植栽によらなければ適確な更新が困難な森林や公益的機

能の発揮の必要性から植栽を行うことが適当である森林のほか、木材等生産機能

の発揮が期待され、将来にわたり育成単層林として維持する森林において行うも

のとする。 

 （１）人工造林の対象樹種 

区  分 樹 種 名 備 考 

人工造林の対象樹種 
スギ、ヒノキ、マツ、コナラ、クヌ

ギ、ケヤキ 
 

   注）表中の樹種以外の樹種を植栽しようとする場合は、県の林業普及指導員又は本市

の林務担当部局とも相談のうえ、適切な樹種を選択することとする。 

     また、道路や電線、公共施設等の周辺など、施設の管理上高木の植栽が適さない

箇所については、森林の風倒被害対策の技術資料（案）や県の普及指導員の技術的

助言等を参考に、中低木の樹種も含めて、適切な樹種を選択することとする。 

     なお、スギやヒノキによる人工造林に当たっては、花粉症対策に資する少花粉品

種等の苗木や供給状況に応じて特定苗木の活用に努めることとする。 
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 （２）人工造林の標準的な方法 

   ア 人工造林の樹種別及び仕立ての方法別の植栽本数 

樹 種 仕立ての方法 
標準的な植栽本数 

(本/ha) 
備 考 

スギ 

密仕立て ４，０００  

中仕立て ３，０００  

疎仕立て ２，０００  

ヒノキ 

密仕立て ４，０００  

中仕立て ３，０００  

疎仕立て ２，０００  

コナラ、 

クヌギ 

ぼう芽枝を含

む 
３，０００ 

しいたけ原木林で

皆伐後に他の樹種

が優先する場合 

     注）多様な森林づくりを進める観点や、コンテナ苗の活用による伐採・造林の一

貫システム、低密度植栽などの低コスト施業及び効率的な施業実施の観点、森

林の風倒被害対策等の観点等から、上表によらない造林計画については、森林

の風倒被害対策の技術資料（案）や林業普及指導員の技術的助言等を参考に確

実な更新に配慮して、植栽本数を決定することとする。 

   イ その他人工造林の方法 

区 分 標 準 的 な 方 法 

地 拵 え の 方 法 

等高線沿いに堆積する全刈筋積を原則とする。 

なお、傾斜角 30 度以上の急傾斜地及び浮石等の不

安定地においては、等高線沿い筋刈地拵えを行い林地

の保全に努めるものとする。 

植 付 け の 方 法 

全刈地拵えの場合は正方形植えを原則とし、筋刈地

拵えの場合は等高線に沿ってできるだけ筋を通して

植付けることとする。 

また、作業効率やコスト等を勘案し、コンテナ苗の

活用や伐採と造林の一貫作業システムの導入に努め

ることとする。 

なお、開発行為等により表土を除去した場合は、植

栽に適した植栽基盤を造成することとする。 

植 栽 の 時 期 

３月中旬～５月中旬に行うことを原則とし、秋植え

の場合には根が乾燥しないよう保湿に留意し、10月～

11月に行うこととする。 

また、コンテナ苗の場合は、林業普及指導員の技術

的助言等を参考に、植栽時期を定めることとする。 
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 （３）伐採跡地の人工造林をすべき期間 

    森林の有する公益的機能の維持及び早期回復並びに森林資源の造成を図る

観点から、３に定める「植栽によらなければ適確な更新が困難な森林」に指定

されている森林など人工造林による更新は、「皆伐による伐採跡地」について

は、当該伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日から起算して２年以内と

する。 

    また、「択伐による伐採跡地」については、伐採による森林の公益的機能へ

の影響を考慮し、伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日から起算して５

年以内とする。 

 

 ２ 天然更新に関する事項 

   天然更新については、前生稚樹の生育状況、母樹の存在など森林の現況、気候、

地形、土壌等の自然条件、林業技術体系等からみて、主として天然力の活用によ

り適確な更新が図られる森林において行うものとし、森林の確実な更新を図るこ

とを旨として、次の（１）から（３）までの事項を定める。 

 （１）天然更新の対象樹種 

天然更新の対象樹種 

コナラ、クヌギ、ケヤキ、エノキ、ムクノキ、サ

クラ類、イイギリ、クリ、コブシ、シデ類、ハン

ノキ、ミズキ、クマノミズキ、ホオノキ、カエデ

類、マツ類、シイ・カシ類、ヤブニッケイ、カク

レミノ、アカメガシワ、カラスザンショウ、クス

ノキ、タブノキ、スギ、ヒノキ、モミ等将来高木

となり林冠（森林上部の葉群層）を構成しうる樹

種とする。 

 
ぼう芽による更新 

が可能な樹種 

コナラ、クヌギ、ケヤキ、エノキ、ムクノキ、サ

クラ類、クリ、コブシ、シデ類、ハンノキ、ミズ

キ、ホオノキ、カエデ類、シイ・カシ類、ヤブニ

ッケイ、カクレミノ、クスノキ、タブノキ等将来

高木となり林冠（森林上部の葉群層）を構成しう

る樹種とする。 

    注）ぼう芽更新が可能な樹種であっても、大径木や老齢木で構成される森林におい

ては、樹種によってはぼう芽更新が期待できないことから、天然下種更新のため

に母樹を残すか、植栽により適確な更新を行うことを基本とし、県の普及指導員

の技術的助言等を参考に適切な天然更新を行うこととする。 

      また道路や電線、公共施設等の周辺など、施設の管理上高木による  天然更

新が適さない箇所については、森林の風倒被害対策の技術資料（案）や県の普及

指導員の技術的助言等を参考に、中低木の樹種も含めて適切な天然更新を行うこ

ととする。 
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 （２）天然更新の標準的な方法 

   ア 天然更新の対象樹種の期待成立本数 

樹  種 期待成立本数 

（1）に定める樹種 10,000本/ha 

 ぼう芽更新樹種 5,000本/ha 

   注）上記期待成立本数に 10分の３を乗じた本数以上の本数（ただし、樹高がササ、低

木等周辺の競合植生の草丈の２倍以上のものに限る。）を成立させるものとする。 

   イ 天然更新補助作業の標準的な方法 

区 分 標 準 的 な 方 法 

地 表 処 理 

ササや粗腐植の堆積等により天然下種更新が阻害され

ている箇所において、かき起こし、枝条整理等の作業を

行う。 

刈 出 し 
ササなどの下層植生により天然稚樹の生育が阻害され

ている箇所について行う。 

植 込 み 
天然稚樹等の生育状況等を勘案し、天然更新の不十分

な箇所に必要な本数を植栽する。 

芽 か き 

ぼう芽発生の数年後に必要に応じて優良な芽を一株あ

たり３～５本（マテバシイの場合６～10 本）残し、それ

以外のものを除去することとする。その後成長を見なが

ら、１～３本（マテバシイ３～４本）を標準に調整する。 

   ウ その他天然更新の方法 

     伐採跡地の天然更新の状態を確認する方法は以下のとおりとする。 

     ① 本方法において対象とする更新樹種は、ぼう芽枝及び実生稚樹（伐採

前に発生したものを含む）、伐採時に残置した若齢木等とする。 

     ② 更新調査は、原則として現地にて標準地（プロット）調査により、実

施することとする。 

     ③ 標準地の数は、下記を目安として現地の状況に応じて増減することと

する。 

       天然更新対象地面積 

       ２ha未満：２箇所 

       ４ha未満：３箇所 

       ４ha以上：４箇所を目安に現地の状況に応じて増減 

     ④ 標準地は、天然更新対象地の地形植生等を考慮のうえ、現地実態から

平均的と見られる箇所を選定することとする。 

     ⑤ 標準地１箇所の形状は、２ｍ×２ｍを５個、５ｍ×５ｍを１個、正方
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形または長方形の面積100㎡を１個など現地の状況に応じて適宜設定す

ることとする。 

     ⑥ 明らかに天然更新が完了している場合には、目視による判定をするこ

とができるが、この場合、写真を５年間保管することとする。 

     ⑦ 当方法により判定しがたい場合は、平成 24 年３月林野庁森林整備部

計画課作成の天然更新完了基準書作成の手引きを参考とすることがで

きる。 

     ⑧ 更新調査野帳の様式については、次の様式を標準とする。 

     ⑨ 天然更新が完了していないと判断される場合には、天然更新補助作業

（地表掻き起し、刈出し、受光伐等）又は人工造林により確実に更新を

図るものとする。 
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別紙 

天 然 更 新 調 査 野 帳 

 

   調査年月日  年  月  日 

調査者            

 

  

調査地 市町村    大字     番地 

伐採年月  年 月 調査対象面積    ha 地形勾配   斜面方向 

調査面積    ha プロット     ｍ ×     ｍ     箇所 

No 樹  高 胸高直径 本数 ha当り本数 

プ

ロ

ッ

ト

１ 

0.3ｍ以上 1.3ｍ未満 －   

1.3ｍ以上 

４cm未満   

４～５cm   

５～６cm   

６cm以上   

プ

ロ

ッ

ト

２ 

0.3ｍ以上 1.3ｍ未満 －   

1.3ｍ以上 

４cm未満   

４～５cm   

５～６cm   

６cm以上   

プ

ロ

ッ

ト 

３ 

0.3ｍ以上 1.3ｍ未満 －   

1.3ｍ以上 

４cm未満   

４～５cm   

５～６cm   

６cm以上   

位

置

図

及

び

写

真 

位置図及び各プロットの近景及び遠景写真 
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 （３）伐採跡地の天然更新をすべき期間 

    森林の有する公益的機能の維持及び早期回復を図るため、当該伐採が終了し

た日を含む年度の翌年度の初日から起算して５年以内に更新するものとする。 

    ただし、伐採実施期間が、伐採開始年度から起算して３年度を超える場合は、

伐採開始年度から３年度毎に伐採が終了した部分を分割して、それぞれ伐採が

終了した日を含む年度の翌年度の初日から起算して５年以内に更新するもの

とする。 

 

 ３ 植栽によらなければ適確な更新が困難な森林に関する事項 

 （１）植栽によらなければ適確な更新が困難な森林の基準 

    地域森林計画で定める「植栽によらなければ適確な更新が困難な森林に関す

る指針」に基づき、「天然更新完了基準書作成の手引きについて」（平成 24年 3

月 30日付け 23林整計第 365号林野庁森林整備部計画課長通知）に示す設定例

を 基本に、以下の森林を基準とする。 

    ① ぼう芽更新に適した立木や天然更新に必要な母樹が区域内又は隣接し

た区域に存在しない森林。 

    ② 尾根筋など、現地の生育状況や地形、土壌条件等から判断して、稚樹が

発生しても十分な生長が期待できない森林。 

    ③ 大面積人工林の皆伐予定地であって、現況の林床に木本類の発生が見ら

れない森林。 

    ④ 病虫獣害の発生によって、稚樹が発生しても消失する可能性が懸念され

る森林。 

    ⑤ 開発行為等により、表土がなくなった森林。 

    なお、当該森林については、伐採を終了した日を含む伐採年度の翌年度の初

日から起算して２年以内に植栽するものとする。 

 

 （２）植栽によらなければ適確な更新が困難な森林の所在 

    （１）の基準による森林のうち、その所在が明らかなものについて記載する。 

森林の区域 備考 

該当なし  

 

 ４ 森林法第 10 条の 9 第 4 項の規定に基づく伐採の中止又は造林をすべき旨の命

令の基準 

 （１）造林の対象樹種 

   ア 人工造林の場合 

     １の（１）に定める「人工造林の対象樹種」による。 

   イ 天然更新の場合 

     ２の（１）に定める「天然更新の対象樹種」による。 
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 （２）生育し得る最大の立木の本数 

    「植栽によらなければ適確な更新が困難な森林」以外の森林の伐採跡地にお

ける植栽本数の基準は、天然更新の対象樹種が、２の(２)のアに定める「期待

成立本数」であることとする。 

    また、更新の成立は、対象樹種のうち樹高がササ、低木等周辺の競合植生の

草丈の２倍以上の立木の本数が、期待成立本数の 10 分の３を乗じた本数以上

であることとする。 

 

 ５ その他必要な事項 

 （１）野生鳥獣の被害対策 

    既往の野生鳥獣による被害状況等から、造林木等への被害が予想される場合

は「Ⅲの第１の１（２）鳥獣害の防止の方法」及び「Ⅲの第２の２鳥獣害対策

の方法（第１に掲げる事項を除く）」により対策を講じるものとする。 

 

 （２）しいたけ原木林（コナラ・クヌギ）の更新 

    立木密度が 2,000本/ha、胸高直径が 10～16cmの幹がまっすぐで枝分かれの

少ない林を目指す。 

    更新方法は、皆伐によるぼう芽更新とし、皆伐後に他の樹種が優先する場合

には、前述のとおり、コナラ・クヌギの苗木を、ぼう芽枝を含めて 3,000本/ha

となるように植栽をすることとする。 

 

第３ 間伐を実施すべき標準的な林齢、間伐及び保育の標準的な方法その他間伐及び

保育の基準 

 １ 間伐を実施すべき標準的な林齢及び間伐の標準的な方法 

樹 

種 

施業 

体系 

植栽 

本数 

(本

/ha) 

間伐を実施すべき標準的な林齢(年) 

備考 
初回 

２回

目 

３回

目 

４回

目 

５回

目 

６回

目 

スギ 

生産目標 

柱材等 
3,000 

11～ 

15 

16～ 

20 

26～ 

30 

31～ 

35 
  

伐期 

45年 

生産目標 

大径材 
3,000 

11～ 

15 

16～ 

20 

26～ 

30 

41～ 

45 

56～ 

60 

71～ 

75 

伐期 

90年 

ヒノ

キ 

生産目標 

柱材等 
3,000 

11～ 

15 

16～ 

20 

26～ 

30 

36～ 

40 
  

伐期 

50年 

生産目標 

大径材 
3,000 

11～ 

15 

16～ 

20 

26～ 

30 

41～ 

45 

56～ 

60 

71～ 

75 

伐期 

100年 
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標 準 的 な 方 法 

１ 間伐の時期 

  間伐の時期は、樹冠がうっ閉して植栽木個体間に競争が生じ始めた時期

以降で、下枝の枯れ上り状況、林床植生の状態により決定することとする。 

 

２ 間伐の選定方法 

  植栽木個体間の競争の緩和が間伐の目的であることから、間伐木の選定

は被圧木及び形質不良木のみに片寄ることなく、立木の配置がなるべく均

等になるように選木することとする。 

  なお、花粉症対策として雄花生産量の多いものを優先的に選木すること

に配慮することとする。 

 

３ 間伐の実施間隔 

  平均的な間伐の実施間隔の年数は、標準伐期齢未満は 10年、標準伐期齢

以上は 15年とする。 

 

４ 間伐率 

  ２回目以降の間伐率は、材積に係る伐採率が 35％以下であり、かつ、伐

採が終了した日を含む年度の翌年度の初日から起算しておおむね５年後に

おいて、その森林の樹冠疎密度が 10分の８以上に回復することが確実であ

ると認められる範囲で実施することとする。 

  ただし、間伐対象林分の立木本数が著しく多い場合は、２～３年間隔の

間伐を繰り返し、適正本数に誘導するよう間伐率を調整することとする。 

 

２ 保育の種類別の標準的な方法 

保育

の種

類 

樹種 

実施すべき標準的な林齢及び回数 

備考 
1年 2年 3年 4年 5年 6年 7年 ・ 9年 ・ 

12

年 

下 刈

り スギ 

ヒ ノ

キ 

マツ 

2回 2回 1回 1回 1回 1回      植栽に

よる更

新の場

合 

つ る

切り 
      1回  1回   

除伐       1回    1回 

下 刈

り コ ナ

ラ 

ク ヌ

ギ 

1回 1回 1回   1回      
ぼう芽

更 新

し、胸

高直径

10～16

㎝で伐

採する

しいた

け原木

の場合 

芽 か

き 
   1回   1回     

除伐       1回    1回 

下 刈

り ﾏ ﾃ ﾊ ﾞ

ｼｲ 

1回 1回 1回 1回 1回 1回      

芽 か   1回    1回     
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き 

標 準 的 な 方 法 

下 刈

り 

 植栽木が下草より抜け出るまで行うこととする。施業時期は６～７月

頃（年に２回実施する場合の２回目は８～９月頃）を目安とし、下刈り

回数や施業時期は施業の省力化、効率化に留意します。 

つ る

切り 

 下刈り終了後、つるの繁茂状況に応じて行うこととする。施業時期は

６～７月頃を目安とする。 

除伐 

 造林木の成長を阻害する樹木、形質不良木を除去する。施業時期は８

～10 月頃を目安とする。なお、除伐にあたっては目的外樹種であって

も、その生育の状況、公益的機能の発揮及び将来の利用価値を勘案し、

有用なものは保存し育成することとする。 

芽 か

き 

 コナラ・クヌギでは、発生初期のぼう芽枝は枯死するものが多い為、

３～４年経過して、ぼう芽枝が安定し優劣がつき始めたころに３～５本

/株に整理し、その後成長を見ながら１～３本／株を標準に調整するこ

ととする。なお、幹から出たぼう芽枝は、はく離しやすい為、根のつけ

ねや根から出たぼう芽枝を残すようにする。 

 しいたけ原木生産を目的とするマテバシイでは、ぼう芽発生初期から

強度のぼう芽枝整理を行うと、残したぼう芽枝が孤立し、生育不良や風

による折損が発生するため、樹冠がうっ閉し始める頃までは６～10本/

株に、うっ閉後は３～４本/株を標準に調整することとする。 

 

 ３ その他必要な事項 

 （１）間伐又は保育が適切に実施されていない森林であって、これらを早急に実施 

する必要のあるものについて、積極的に間伐又は保育を推進するものとします。 

 

 （２）間伐の遅れにより、形状比（樹高を胸高直径で除した数値）や樹冠の大きさ

から、間伐実施後の成長の回復に長期間を要すると認められる人工林について

は、気象害を受ける危険性が高いことから、生産目標に達し主伐が可能な場合

及び被害木が多くを占める場合には、適切な更新のための主伐の実施を検討す

るものとする。 

 

 （３）枝打ちは、①優良材質の木材の生産、②林内の光環境の調節（複層林造成の

ための受光伐を含む。）③病害虫などからの保護を目的として実施する。 

    優良材質の木材として無節の柱材生産を目指す場合は、10.5cm角の柱では幹

の直径が 6cmまで、12cm角の柱では幹の直径が 7.5cmまでに枝打ちを行う。 

    また、枝打ちは樹木の成長を抑制することから、１回の打ち上げ高は 1.5～

2.0m 程度とし、１回目については、平均樹高の 70％を上限とし、以降は樹冠

の長さが樹高の２分の１を下回らないように実施する。 

    特に、サンブスギ林においては、スギ非赤枯性溝腐病の被害予防に効果があ

ることから、積極的に実施することとする。また、実施時期は、幹の受傷と変
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色の発生に対して安全性の高い 10月から２月頃とする。 

 

 （４）周辺から林内に侵入した竹類については、放置すると高密度化し、森林の多

面的機能の低下を招く恐れがあることから、原則として除伐やタケノコの除去

により拡大を防ぐこととする。また、除伐の実施時期は、翌年の発生抑えるこ

とに効果的な６～８月とする。 

 

第４ 公益的機能別施業森林等の整備に関する事項 

 １ 公益的機能別施業森林の区域及び当該区域内における施業の方法 

 （１）水源の涵養の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林 

   ア 区域の設定 

     該当なし 

   イ 施業の方法 

     該当なし 

 

 (２)土地に関する災害の防止及び土壌の保全の機能、快適な環境の形成の機能又は

保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林その他水源涵

養機能維持増進森林以外の森林 

   ア 区域の設定 

     次の①及び②に掲げる森林の区域を【別表１】のとおり定める。 

    ① 快適な環境の形成の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべ

き森林 

    ②保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林 

   イ 施業の方法 

     ア①の森林においては、風や騒音等の防備や大気の浄化のために有効な森

林の構成の維持を図るための施業を推進するものとする。 

     ア②の森林においては、憩いと学びの場を提供する観点からの広葉樹の導

入を図る施業、美的景観の維持・形成に配慮した施業等を推進することとす

る。 

     また、アの①及び②に挙げる森林については、原則として複層林施業を推

進すべき森林とし、複層林施業によっては公益的機能の維持増進を特に図る

ことができないと認められる森林については択伐による複層林施業を推進

するものとする。 

     また、適切な伐区の形状・配置等により、伐採後の林分においてこれらの

機能の確保ができる森林は、長伐期施業を推進すべき森林とし、主伐を行う

森林の伐期齢の下限を以下のとおりに定め、伐採に伴って発生する裸地の縮

小及び分散を図ることとする。 

     それぞれの森林の区域については、【別表２】により定める。 
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長伐期施業を推進すべき森林の伐期齢の下限 

区域 

樹  種 

スギ ヒノキ マツ 
その他 

針葉樹 

コナラ

クヌギ 

その他 

広葉樹 

全域 ９０年 １００年 ８０年 １００年 ３０年 ４０年 

   注１)スギ非赤枯性溝腐病、松くい虫、スギカミキリ等の病害虫の被害森林における

被害の拡大防止や森林の再生のための伐採及び気象害の被害森林における森林

の再生のための伐採については、上記の伐期齢の下限を適用しない。 

    ２)道路や電線、その他公共施設及び人家、その他建築物並びに農地への倒木や落

枝による被害防止のための伐採（倒木や落枝が生じた場合、道路等に直接被害を

与える可能性がある区域の森林の伐採に限る）においては、上記の伐期齢の下限

を適用しない。 

    ３)特定苗木などの成長に優れた苗木においては、上記の伐期齢の下限を適用せず、

調達が可能となった時点で、その特性に応じた伐期齢の下限の設定を検討するこ

ととする。 

 

２ 木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域及び

当該区域内における施業の方法 

 （１）区域の設定 

    該当なし 

 

 （２）施業の方法 

    該当なし 

 

【別表１】 

区  分 森林の区域 面積（ｈａ） 

快適な環境の形成の機能の維持増進を図る

ための森林施業を推進すべき森林 
市内全域 101 

保健文化機能の維持増進を図るための森林

施業を推進すべき森林 
001は、に 20 

 

【別表２】 

施業の方法 森林の区域 面積(ha) 

伐期の延長を推進すべき森林 ― ― 

長伐期施業を推進すべき森林 ―    ― 

複層林施業を

推進すべき森

林 

複層林施業を推進

すべき森林（択伐に

よるものを除く） 

市内全域 101 

択伐による複層林 ― ― 
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施業を推進すべき

森林 

特定広葉樹の育成を行う森林施業

を推進すべき森林 
― ― 

 

 ３ その他必要な事項 

 （１）施業実施協定の締結の促進方法 

    該当なし 

 

 （２）その他 

    該当なし 

 

第５ 委託を受けて行う森林の施業又は経営の実施の促進に関する事項 

 １ 森林の経営の受委託等による森林の経営の規模の拡大に関する方針 

   地域における森林資源の現状、森林所有者の状況、森林施業の実施状況及び森

林組合等林業事業体の活動状況等を勘案したうえで、森林所有者から森林組合等

林業事業体への「森林経営委託」を推進し、森林の施業の集約化、経営規模の拡

大を図るものとする。 

   地域で活動している森林ボランティア等を林業事業体に準じた担い手として

位置づけ、活動箇所数、活動規模の拡大を支援するものとする。 

 

 ２ 森林の経営の受委託等による森林の経営の規模の拡大を促進するための方策 

   森林の施業又は経営の受託等による経営規模の拡大を促進するため、次の取組

を推進するものとする。 

   ① 不在村森林所有者を含む森林所有者等に対する長期にわたる包括的な施

業の委託等森林の経営の委託の働きかけ 

   ② 森林の経営の受託等を担う林業事業体等の育成 

   ③ 施業の集約化に取り組む者に対する森林の経営の受託等に必要な情報の

提供、助言及びあっせん 

 

 ３ 森林の経営の受委託等を実施する上で留意すべき事項 

   林業事業体等が森林の施業又は経営の受託等を実施するうえで、長期の施業の

受託や森林の経営の受託等の受託の方法及び立木の育成権の受任の程度につい

て留意し、必要に応じて情報提供等を行うものとする。 

 

 ４ 森林経営管理制度の活用に関する事項 

   森林所有者が自ら、又は森林組合等に施業の委託を行うなどにより森林の経営

管理が実行できない場合には、必要に応じて森林経営管理制度の活用を図るもの

とする。 
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森林経営管理制度を活用する場合にあっては、当該制度の対象となる森林の状

況を踏まえ、本計画に定める森林の整備に関する事項（間伐及び保育の標準的な

方法や公益的機能において推進すべき施業の方法等）に適合する施業を推進する

ものとする。 

 

 ５ その他必要な事項 

   該当なし 

 

第６ 森林施業の共同化の促進に関する事項 

 １ 森林施業の共同化の促進に関する方針 

   地域の森林の所有規模や森林所有者の施業意欲等を勘案したうえで、複数の森

林所有者が森林施業を共同化することにより、施業の効率化や継続性の確保が図

れる見込みがある場合は、地域への普及啓発等を通じて共同化に向けた森林所有

者の合意形成に努め、必要に応じて森林法第 10条の 11第１項に規定する施業実

施協定の締結を促す等、森林施業の共同化を促進するものとする。 

 

 ２ 施業実施協定の締結その他森林施業の共同化の促進方策 

   森林施業の共同化を図りながら、施業実施協定の締結や地域住民を含めたボラ

ンティア等への施業委託について検討し、地域にあった森林整備を推進する。 

   森林施業の共同化促進に当たっては、細部路網の整備や境界の明確化、森林組

合や林業事業体への森林施業の委託など、共同化によって得られる成果を明らか

にし、関係者の理解を得ることに努めるものとする。 

 

 ３ 共同して森林施業を実施する上で留意すべき事項 

   共同で設置する施設の管理や、共同で行う施業の実施を確実に行うため、関係

者間の情報の共有と意思の疎通に努めるものとする。 

 

 ４ その他必要な事項 

   該当なし 

 

第７ 作業路網その他森林の整備のために必要な施設の整備に関する事項 

 １ 効率的な森林施業を推進するための路網密度の水準及び作業システムに関す

る事項 

   傾斜等の自然条件や事業量のまとまり等、効率的な森林施業を推進するため、

「林地の傾斜区分」や「作業システム」に応じた路網密度を確保し、施業により

伐採された木材については、出来る限り搬出し利活用を図ることとする。 

   搬出にかかすことのできない路網については、基幹路網として林道、もしくは

林業専用道を必要に応じて整備し、また、細部路網として森林作業道、作業路を

積極的に整備するよう森林所有者や施業の実施者に促すこととする。 
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   傾斜が比較的緩く、高密度の路網整備が容易な森林を中心に、車両系の高性能

林業機械の導入を図りながら木材搬出を推進するものとするが、条件に応じて、

ある程度傾斜の急な森林においても、必要な路網整備と架線系の高性能林業機械

の導入による搬出を検討するものとする。 

   なお、路網については下表の路網密度水準を確保するよう整備を推進すること

とする。 

区分 作業システム 
路網密度（ｍ／ha） 

基幹路網 細部路網 合計 

緩傾斜地 

（0°～15°） 

車両系 

作業システム 
３５以上 ７５以上 １１０以上 

中傾斜地 

（ 15 ° ～

30°） 

車両系 

作業システム 
２５以上 ６０以上 ８５以上 

架線系 

作業システム 
２５以上 ０以上  ２５以上 

急傾斜地 

（ 30 ° ～

35°） 

車両系 

作業システム 
２０以上 ４０以上 

 ６０ 

〈５０〉 

以上 

架線系 

作業システム 
２０以上 ０以上 

 ２０ 

〈１５〉 

以上 

急峻地 

（35°～） 

架線系 

作業システム 
 ５以上 ０以上 ５以上 

 注１）路網密度の水準については、木材搬出予定箇所に適用するものであり、尾根、渓流、

天然林等の除地には適用しない。 

  ２）「架線系作業システム」とは、林内に架設したワイヤーロープに取り付けた搬器等を

移動させて木材を吊り上げて集積するシステム。タワーヤーダ等を活用する。 

  ３）「車両系作業システム」とは、林内にワイヤーロープを架設せず、車両系の林業機械

により林内の路網を移動しながら木材を集積、運搬するシステム。フォワーダ等を活

用する。 

  ４）「急傾斜地」の〈 〉書きは、広葉樹の導入による針広混交林化など、育成複層林へ

誘導する森林における路網密度を指す。 

 

 ２ 路網整備と併せて効率的な森林施業を推進する区域に関する事項 

   該当なし 

 

 ３ 作業路網の整備に関する事項 

 （１）基幹路網に関する事項 

   ア 基幹路網の作設に係る留意点 

     林道や林業専用道などの基幹路網については、安全の確保、土壌の保全等

を図るため、適切な規格・構造の路網の整備を図ることとし、県が定める「林

業専用道作設指針」に則り開設します。 
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   イ 基幹路網の整備計画 

     該当なし 

   ウ 基幹路網の維持管理に関する事項 

     国が示す要領等に基づき、管理者を定め、台帳を作成して適切に管理しま

す。 

 

 （２）細部路網に関する事項 

   ア 細部路網の作設に係る留意点 

     継続的な使用に供する森林作業道の開設については、基幹路網との関連の

考え方や丈夫で簡易な規格・構造の路網を整備する観点等から、県が定める

「森林作業道作設指針」に則り開設するものとします。 

   イ 細部路網の維持管理に関する事項 

     「森林作業道作設指針」等に基づき、森林作業道が継続的に利用できる 

よう適正に管理するものとします。 

 

 ４ その他必要な事項 

   該当なし 

 

第８ その他必要な事項 

 １ 林業に従事する者の養成及び確保に関する事項 

   本市の森林は、都市緑地としての機能が求められていることから、森林整備の

担い手として、地域に定着した森林ボランティアの育成に努めるものとする。 

 

 ２ 森林施業の合理化を図るために必要な機械の導入の促進に関する事項 

   該当なし 

 

 ３ 林産物の利用の促進のために必要な施設の整備に関する事項 

   該当なし 

 

Ⅲ 森林の保護に関する事項 

 第１ 鳥獣害の防止に関する事項 

 １ 鳥獣害防止森林区域及び当該区域内における鳥獣害の防止の方法 

  （１）区域の設定 

     該当なし 

 

  （２）鳥獣害の防止の方法 

     該当なし 
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 ２ その他必要な事項 

   該当なし 

 

第２ 森林病害虫の駆除及び予防、火災の予防その他の森林の保護に関する事項 

   森林病害虫の駆除及び予防、火災の防止その他森林の保護については、適切な

間伐等の実施、保護樹帯の設置、広葉樹や針広混交林の造成等により病害虫、鳥

獣害、寒風害、山火事等の森林被害に対する抵抗性の高い森林の整備に努めるこ

ととする。 

   また、日常の管理を通じて、森林の実態を的確に把握し、次の事項に配慮して

適時適切に行うこととする。 

 

 １ 森林病害虫等の駆除及び予防の方法 

 （１）森林病害虫等の駆除及び予防の方針及び方法 

   ア 松くい虫被害の防止 

     松くい虫被害防止のため、森林病害虫等防除法に基づき保安林等、公益

的機能の高い松林を中心に、薬剤防除及び被害木の伐倒駆除を推進すること

とする。 

     また、被害の状況に応じ、被害跡地の復旧及び抵抗性を有するマツ又は他

の樹種への計画的な転換の推進等総合的な対策を講ずることを推進する。 

   イ スギ非赤枯性溝腐病の被害対策 

     松戸市に植林されているサンブスギは非赤枯性溝腐病の被害を受けやす

く、森林の機能が低下する可能性がある。 

     このため、非赤枯性溝腐病の被害林については、道路沿い等の緊急性の高

い箇所を中心に被害木の伐倒整理、林外搬出、伐採跡地の造林、造林後の下

刈りまで一貫した施業を実施し、低下している森林機能の回復を図るものと

する。 

   ウ スギカミキリによる穿孔被害対策 

     スギカキミリは、スギやヒノキの材を穿孔し、材価を著しく低下させる害

虫であり、近年被害が拡大している。 

     このため、スギカミキリの被害林の早期発見及び早期駆除に努めることと

し、被害木の伐倒整理、林外搬出、チップ化等を進めるとともに、被害の状

況に応じた防除対策を実施するものとする。 

   エ ナラ枯れ被害対策 

     ナラ枯れは、カシノナガキクイムシにより媒介された病原菌により、ナラ

類、シイ・カシ類等のブナ科樹木が枯れる病害であり、比較的高齢級で大径

化した樹木に被害が見られる。 

     被害の拡大防止や、倒木・落枝等による被害防止のため、被害の監視体制

を整え継続的なモニタリングや、被害木の伐倒や破砕・焼却処理、薬剤使用

等による防除を実施するとともに、高齢木や大径木の伐採更新による被害を
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受けにくい森林づくりを進める。 

     なお、森林病害虫等のまん延のため、緊急に伐倒駆除する必要が生じた場

合等については、伐採の促進に関する指導等を行うことがある。 

 

 （２）その他 

    森林病害虫等の早期発見による被害の未然防止や早期駆除などへの組織的

な対応を図るため、行政機関や森林組合、森林所有者等の連携による体制づく

りを進める。 

 

 ２ 鳥獣害対策の方法（第１に掲げる事項を除く） 

   野生鳥獣による食害、剥皮等の被害を防止するため、被害の早期発見に努め、

植栽・間伐の森林施業に応じた計画的な防護柵の設置、テープ巻き等による被害

防止対策を進めます。 

   また、鳥獣保護管理施策と調和を図りながら、関係機関と連携して被害の早期

発見、防除・予防方法等の普及に努め、森林被害対策を進めることとします。 

 

 ３ 林野火災の予防の方法 

   山火事予防運動期間に合わせて森林内でのたき火、タバコに注意するよう地域

住民への普及啓発を行うこと等により林野火災を予防することとする。 

 

 ４ 森林病害虫の駆除等のための火入れを実施する場合の留意事項 

   該当なし 

 

 ５ その他必要な事項 

 （１）病虫害の被害を受けている等の理由により伐採を促進すべき森林 

    該当なし 

 

 （２）その他 

    美しい景観を形成し多様な生物の宝庫である里山を良好な状態で次代に引

き継ぐことを目的に、「千葉県里山の保全、整備及び活用の促進に関する条例」

に基づく県、市町村、県民、里山活動団体、土地所有者等の適正な役割分担と

協働を促進し、企業や民間団体、みどりのボランティア等による森林・里山の

保全・整備・活用を推進する。 

 

Ⅳ 森林の保健機能の増進に関する事項 

 １ 保健機能森林の区域 

   該当なし 
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 ２ 保健機能森林の区域内の森林における造林、保育、伐採その他の施業の方法に

関する事項 

   該当なし 

 

 ３ 保健機能森林の区域内における森林保健施設の整備に関する事項 

   該当なし 

 

 ４ その他必要な事項 

   該当なし 

 

Ⅴ その他森林の整備のために必要な事項 

 １ 森林経営計画の作成に関する事項 

 （１）森林経営計画の記載内容に関する事項 

    森林経営計画を作成するに当たっては、次に掲げる事項について適切に計画

するものとする。 

   ア Ⅱの第２の３の植栽によらなければ適確な更新が困難な森林における主

伐後の植栽 

   イ Ⅱの第４の公益的機能別施業森林等の整備に関する事項 

   ウ Ⅱの第５の３の森林の経営の受委託等を実施する上で留意すべき事項及

びⅡの第６の３の共同して森林施業を実施する上で留意すべき事項 

エ Ⅲの森林の保護に関する事項 

 

 （２）森林法施行規則第３３条第１号ロの規定に基づく区域 

区域名 林班 区域面積（ha） 

松戸市 １、２ 101 

 

 ２ 生活環境の整備に関する事項 

   該当なし 

 

 ３ 森林整備を通じた地域振興に関する事項 

   該当なし 
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 ４ 森林の総合利用の推進に関する事項 

 森林の総合利用施設の整備計画 

施設の種類 
現状（参考） 将  来 

対図番号 
位置 規 模 位置 規 模 

21世紀の森と広場 

千 駄

堀 地

区 

26.6ha 

アウトドア

センター1棟 

園路 

あずま屋 

千 駄

堀 地

区 

26.6ha 

アウトドア

センター1棟 

園路 

あずま屋 

 

１ 

 

 ５ 住民参加による森林の整備に関する事項 

 （１）地域住民参加による取組に関する事項 

    本市では、平成１５年より市民と行政の協働による森林ボランティア育成 

講座（５回の講座で１セット）を毎年実施し、森林ボランティアの育成を行っ

ている。講座の修了生による森林ボランティアの会が立ち上がり、現在は１４

団体が松戸里やま応援団として里山保全活動を行っている。 

    また、その他にも松戸市内には、３団体の里山保全活動団体があり、全１７

団体が森林整備の担い手となっている。（令和５年１月現在） 

    このような里山保全活動により整備された森林を公開するイベントとして、

平成２４年より「オープンフォレスト in 松戸」を毎年春に開催しており、令

和５年で１１回目を迎える。期間中、各森では森の案内や工作等が行われ、都

市に残された貴重な森を未来の子供達に引き継ぐために何ができるかを考え

るきっかけとなっている。 

    今後も、森林ボランティア間のネットワークや情報共有、管理技術向上に努

め、さらに地域住民、森林所有者、行政の連携を強化することで、身近な森林

の保全・整備を推進することとする。 

 

   ○活動状況 

    ・１７団体による樹林地の保全活動（下草刈り、枝うち、枯木処理、清掃等） 

    ・定例保全活動：年間延べ５４０日以上活動（各団体概ね月２回以上の活動） 

 

 （２）上下流連携による取組に関する事項 

    該当なし 

 

 （３）その他 

    該当なし 
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 ６ 森林経営管理制度に基づく事業に関する事項 

    該当なし 

 

 ７ その他必要な事項 

 （１）保安林その他法令により施業について制限を受けている森林においては、当

該制限に従った森林施業を行うこととする。 

 （２）森林法第 10 条の２による林地開発許可等により一時転用された森林におい

ては、当該地域の目指すべき森林資源の姿（Ⅰ－２－(1)）、造林に関する事項

（Ⅱ－第 2）、下記の林相と主な機能をふまえ、将来的に本計画に沿った森林と

なるよう努めるものとする。 

 

「林相と主な機能」 
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【付属資料】 

 

１ 市町村森林整備計画概要図 

  別添のとおり 

 

２ 参考資料 

 (1) 人口及び就業構造 

  ① 年齢層別人口動態 

 年次 
総  計 15歳未満 

計 男 女 計 男 女 

実 数（人） 

平成 22年 

 

平成 27年 

 

令和 2年 

484,457 

(100.0) 

483,480 

（99.8） 

498,232 

（103.1） 

240,674 

 

240,928 

 

247,210 

 

243,783 

 

242,552 

 

251,022 

 

58,921 

 

56,055 

 

56,850 

 

30,095 

 

28,663 

 

29,204 

 

28,826 

 

27,392 

 

27,646 

 

構成比（％） 

平成 22年 

平成 27年 

令和 2年 

100.0 

100.0 

100.0 

49.7 

49.8 

49.6 

50.3 

50.2 

50.4 

12.2 

11.6 

11.4 

6.2 

5.9 

5.9 

6.0 

5.7 

5.5 

 

 年次 
15～64 歳 65歳以上 

計 男 女 計 男 女 

実 数（人） 

平成 22年 

 

平成 27年 

 

令和 2年 

 

310,343 

 

296,656 

 

305,487 

 

156,564 

 

151,284 

 

156,709 

 

153,779 

 

145,372 

 

148,778 

 

100,597 

 

121,666 

 

127,595 

 

45,810 

 

55,317 

 

56,220 

 

54,787 

 

66,349 

 

71,375 

 

構成比（％） 

平成 22年 

平成 27年 

令和 2年 

64.1 

61.4 

61.3 

32.3 

31.3 

31.5 

31.7 

30.1 

29.9 

20.8 

25.2 

25.6 

9.5 

11.4 

11.3 

11.3 

13.7 

14.3 

※総数の計には年齢不詳者を含む。  (資料：平成 22年、平成 27年及び令和 2年国勢調査) 
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  ②産業部門別就業者数等 

 年次 総 数 

第１次産業 第２次産業 第３次産業 

農業 林業 漁業 小計  
うち木材・ 

木製品製造業 
 

実 数 

（人） 

平成 22年 

平成 27年 

令和 2年 

226,256 

222,511 

224,960 

1,715 

1,681 

 1,537 

3 

10 

5 

4 

8 

11 

1,722 

1,699 

1,553 

39,568 

39,345 

37,085 

49 

12 

― 

168,695 

165,991 

177,831 

構成比 

（％） 

平成 22年 

平成 27年 

令和 2年 

100.0 

100.0 

100.0 

0.8 

0.8 

0.7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.8 

0.8 

0.7 

17.5 

17.7 

16.5 

0.0 

0.0 

0.0 

74.6 

74.6 

79.1 

※総数には分類不能を含む。(資料：平成 22年、平成 27年及び令和 2年国勢調査並びに平成

21年、平成 26年及び令和元年経済センサス) 

 

 (2) 土地利用 

 年次 

総土

地 

面積 

耕 地 面 積 
 

草地 

面積 

林野面積 
その

他 

面積 
計 田 畑 

樹 園 地 

計 森林 原野 
 

果樹

園 
茶園 桑園 

実 数 

（ha） 

平成 22年 

平成 27年 

令和 2年 

6,133 

6,138 

6,138 

634 

565 

468 

115 

94 

73 

440 

401 

337 

79 

70 

58 

― 

― 

 

― 

― 

 

― 

― 

 

1 

1 

0 

201 

188 

184 

201 

188 

184 

― 

― 

― 

5,298 

5,385 

5,486 

構成比 

（％） 

 
100 7.6 1.2 5.5 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 3.0 0.0 89.4 

※構成比は、空欄のない最近年次 （資料：2010年、2015年及び 2020年農林業センサス） 

 

 (3) 森林転用面積 

年 次 総 数 
工場・事 

業場用地 

住宅・ 

別荘用地 

ゴルフ場・ 

レジャー用地 
農用地 公共用地 その他 

平成 22年 

平成 27年 

令和 2年 

5.00ha 

1.17ha 

0.00ha 

― 

0.81ha 

― 

― 

0.01ha 

― 

3.00ha  

― 

― 

― 

0.22ha 

― 

― 

0.02ha 

― 

2.00ha 

0.11ha 

― 

（資料：伐採及び伐採後の造林の届出及び林地開発面積の集計） 
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 (4) 森林資源の現況等 

  ① 保有者形態別森林面積 

（令和 4年 3月 31日現在） 

保有形態 
総 面 積 立  木  地 人工林率 

(Ｂ/Ａ) 面積(Ａ) 比率 計 人工林(Ｂ) 天然林 

総     数 101ha 100.0％ 86ha 8ha 78ha 7.8％ 

国  有  林 
 

0.0％ 0ha 
  

―％ 

公 

有 

林 

計 

都道府県有林 

市町村有林 

財産区有林 

0ha 

0ha 

0ha 

0ha 

0.0％ 

0.0％ 

0.0％ 

0.0％ 

0ha 

0ha 

0ha 

0ha 

0ha 

0ha 

0ha 

0ha 

0ha 

0ha 

0ha 

0ha 

―％ 

―％ 

―％ 

―％ 

私  有  林 101ha 100.0％ 86ha 8ha 78ha 7.8％ 

（資料：千葉県調べ） 

 

  ② 在（市町村）者・不在（市町村）市者別私有林面積 

 年 次 私有林合計 
在（市町村）者 

面 積 

不在市者面積 

計 県 内 県 外 

実 数 

（ha） 
平成 12年 208 117 91 9 82 

構成比 

（％） 
平成 12年 100.0 56.3 (100.0) (9.9) (90.1) 

                           (資料：2000年農林業センサス) 

 

  ③ 民有林の齢級別面積 

（令和 4年 3月 31日現在） 

齢級別 

区分 
総 数 

１・２ 

齢 級 

３・４ 

齢 級 

５・６ 

齢 級 

７・８ 

齢 級 

９・10 

齢 級 

11齢級  

以 上 

民有林計 

 人工林 

 天然林 

86ha 

8ha 

78ha 

0ha 

0ha 

0ha 

1ha 

0ha 

1ha 

1ha 

0ha 

1ha 

1ha 

1ha 

1ha 

1ha 

1ha 

1ha 

82ha 

6ha 

76ha 

（備考） 

                                (資料：千葉県調べ) 
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  ④ 保有山林面積規模別経営体数 

                    （令和 2年 2月 1日現在） 

面積規模 経営体数  

 ～ 1ha 
 

10～20ha 9  50～100ha 1 

1～ 5ha 65 20～30ha 2 100～500ha 1 

5～10ha 8 30～50ha 1 500ha 級 級  ― 

 総 数 87 

                      （資料： 2020 年農林業センサス） 

 

  ⑤ 作業路網の状況 

   （ア）基幹路網の現況 

区分 路線数 延長（km） 

基幹路網 0 0 

 うち林業専用道 0 0 

 

   （イ）細部路網の現況 
区分 路線数 延長（km） 備考 

森林作業道 0 0  

 

 (5) 計画期間内において間伐を実施する必要があると認められる森林の所在 

樹 種 齢 級 森林の所在 

― ― ― 

 

 (6) 市町村における林業の位置付け 

   ① 産業別総生産額 

      統計資料なし 

 

   ② 製造業の事業所数、従事者数、現金給与総額 

（令和元年現在） 

 事業所数 従業員数（人） 現金給与総額（万円） 

全製造業（Ａ） 285 9,291 4,409,048 

 うち木材・木製品製造業（Ｂ） ― ― ― 

Ｂ／Ａ ―％ ―％ ―％ 

                （資料：令和 2年工業統計表「市町村別」） 
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 (7) 林業関係の就業状況 

    統計資料なし 

 

 (8) 林業機械等設置状況 

    統計資料なし 

 

 (9) 林産物の生産概況 

    統計資料なし 

 

 (10) 森林経営管理制度による経営管理権の設定状況 

     該当なし 

 (11) その他必要なもの 

    該当なし 


